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新 庁 舎 建 設 に 関 す る 市 民 説 明 会 時 の 意 見 要 望 な ど  

 
説 明 会 時 の 質 疑 及 び 意 見 要 望  
 
◎ 1 0 / 1 1 ( 木 ) 浮 舟 文 化 会 館  
【 質 疑 】  

Q 1 : 民 有 地 で 検 討 さ れ て い る 場 所 は ど こ か  

  A 1 : 陳 情 書 が 出 さ れ て い る 場 所 で 、 ジ ャ ス モ ー ル 西 側 な ど  
  

Q 2 : 建 設 場 所 の 決 定 方 法 は 如 何 に  

  A 2 : 指 標 を 基 に 適 地 を 選 定 し て い く  
  

Q 3 ： 概 算 ７ ６ 億 円 の 内 訳 は 、 全 て 市 負 担 な の か  

  A 3 : 毎 年 積 立 て て い る 一 般 財 源 約 ２ ０ 億 程 度 及 び 合 併 特 例 債  
    の 活 用 ５ ６ 億 円 程 度 を 見 込 ん で い る （ 交 付 税 措 置 あ り ）  

 
 Q 4 : ６ 割 程 度 は 補 助 金 み た い な も の を 見 込 ん で い る の か  

  A 4 : 起 債 （ 借 金 ） で あ り 、 毎 年 返 済 す る 際 に 、 返 済 額 の ７ 割  
    国 か ら 補 て ん さ れ る  
  

Q 5 : そ の 制 度 は 、 年 数 的 な 制 限 制 約 は あ る の か  

  A 5 : 特 例 債 の 期 限 は 、 現 在 平 成 ３ ７ 年 度 ま で 、 制 度 的 に は 最    
    大 平 成 ４ ２ 年 度 ま で は 可 能 で あ る  
  
【 意 見 要 望 】  
 ① 経 費 が か か ら な い 場 所 へ 建 設 を 願 う  
 ② 現 庁 舎 は 狭 い 、 文 化 会 館 駐 車 場 は 利 用 者 が 多 い の で 厳 し い 、

高 見 町 は 交 通 の 利 便 な ど 条 件 面 で 一 番 良 い の で は な い か 、  
萱 浜 は 離 れ て は い る が 利 用 的 に 悪 く は な い が 自 然 が 残 っ て よ

い と こ ろ 、 高 見 町 で 条 件 整 備 が 出 来 れ ば 高 見 町 が 良 い  
 ③ 何 処 で も よ い 、 庁 舎 の 周 り で イ ベ ン ト 等 が 開 催 で き る よ う 、

無 駄 と 思 わ れ る ぐ ら い の 広 さ が 欲 し い  
 ④ 概 算 費 用 に 用 地 取 得 費 は 含 ま れ て い な い 、 現 庁 舎 付 近 に 建 て

る の が 望 ま し い 、 狭 い の で あ れ ば 高 さ を 設 け 建 設 す る こ と 、

立 体 駐 車 場 を 整 備 す る こ と な ど 限 ら れ た 敷 地 で の 検 討 願 う  
 ⑤ ヘ リ ポ ー ト を 設 置 す る こ と は ど う か  
 ⑥ 赤 ち ゃ ん な ど 子 供 を 預 け ら れ る 施 設 （ 一 時 預 か り ） な ど  

見 る 人 を 置 き 、 用 事 を 済 ま せ る こ と が 出 来 る  

 日  時  場   所  参 加 者  事 務 局  

1  1 0 月 1 1 日 ( 木 )  
1 8 : 3 0 ～ 1 9 : 4 5  

小 高 区  
浮 舟 文 化 会 館  1 3 名  全 日 程 と も  

副 市 長  
総 務 部 長  
新庁舎建設担当課長 
担 当 係 長  
財 政 課 職 員 ３ 名  
委 託 業 者  
計 ８ 名  

2  1 0 月 1 2 日 ( 金 )  
1 8 : 3 0 ～ 1 9 : 3 0  

鹿 島 区  
か し ま 交 流 セ ン タ ー  1 2 名  

3  1 0 月 1 3 日 ( 土 )  
1 8 : 3 0 ～ 1 9 : 3 0  原 町 区   

原 町 生 涯 学 習 セ ン タ ー 

1 8 名  

4  1 0 月 1 5 日 ( 月 )  
1 4 : 0 0 ～ 1 5 : 0 0  2 3 名  

              計  6 6 名   

資料１ 



 ⑦ イ ン タ ー ネ ッ ト 時 代 で 対 応 す れ ば そ れ ほ ど 面 積 は 要 ら な い が 、

相 談 で き る 職 員 は 必 要 で あ る  
 ⑧ 立 体 駐 車 場 の 整 備 で 、 各 階 か ら 直 接 出 入 り で き れ ば す み わ け

が で き 駐 車 場 は 込 ま な い の で は な い か  
な お 、 広 い 平 面 の 駐 車 場 は 遠 く に 停 め る と 歩 く の が 嫌 に な る  

 ⑨ 説 明 会 の 時 間 帯 が 女 性 に は 厳 し い  
 ⑩ 庁 舎 ま で の 公 共 機 関 を 充 実 し て い た だ き た い 、 高 齢 に な る と

運 転 は し な く な る  
 ⑪ 自 動 運 転 が 急 速 に 発 達 し て く る 、 駅 か ら 庁 舎 ま で の 運 行 な ど

を 計 画 す る こ と も 視 野 に 入 れ 、 対 応 で き る 庁 舎 を 検 討 し て は  
 
◎ 1 0 / 1 2 ( 金 ) か し ま 交 流 セ ン タ ー  
【 質 疑 】  
  Q 1 : 庁 舎 西 側 の 県 道 渋 滞 緩 和 の 現 状 に つ い て   
  A 1 : 国 へ Ｉ Ｃ か ら ア ク セ ス 道 と し て 旧 高 平 Ｊ Ａ ま で の 間 を 要  

 望 し て い る 、実 施 主 体 は 県 で 以 前 よ り は 前 向 き に 進 み そ う  
 で あ る  

 Q 2 : 全 体 の 必 要 な 敷 地 面 積 は 、 現 庁 舎 敷 地 で は か な り 厳 し い と  

   思 う が 駐 車 場 は ど う な の か  

  A 2 : 駐 車 場 は １ ７ ０ 台 確 保 を 予 定 、駐 車 場 敷 地 で 約 5 0 0 0 ㎡ が  
    必 要 と 想 定 し て い る  
 
【 意 見 要 望 】  

① 新 庁 舎 建 設 は 理 解 で き る 、 建 設 地 は 原 町 区 で あ ろ う 。  
将 来 の 相 馬 地 方 全 体 も 考 え 検 討 を 願 う  

② 文 化 会 館 の 有 効 活 用 を 検 討 し 駐 車 場 の 確 保 を 願 う  
③ 分 散 し て い る こ と が 一 番 の 課 題 で あ る の で 、 総 合 窓 口 と し て

ワ ン ス ト ッ プ 窓 口 や 市 民 と 同 じ 目 線 で の 話 が 出 来 る 高 さ で 、

市 民 に 不 便 を か け ず や さ し い 対 応 を 望 む  
④ 建 物 構 造 は Ｓ ・ Ｒ Ｃ ど ち ら か 、 相 馬 市 は Ｓ 造 だ が 理 由 を 把 握

し て は ど う か 、 解 体 費 を 抑 え る た め か も し れ な い  
⑤ 駐 車 場 の 枠 を 高 齢 者 に や さ し く 広 く 確 保 願 い た い  

 
◎ 1 0 / 1 3 ( 土 ) 原 町 生 涯 学 習 セ ン タ ー  
【 質 疑 】  
 Q 1 : 現 庁 舎 6 6 0 0 ㎡ の 根 拠 は 如 何 に  

   現 庁 舎 で の 建 築 で は 、 こ の ス ケ ジ ュ ー ル で 可 能 な の か  

 仮 設 庁 舎 の 経 費 は 想 定 費 用 に 含 ま れ て い る の か  

A 1 : 現 庁 舎 西 東 庁 舎 の 敷 地 の み で あ る  
 北 庁 舎 ま で は 民 地 が あ り そ れ ら 含 め る と 1 2 0 0 0 ㎡ と な る  
 現 庁 舎 の み の 敷 地 で の 建 設 は 、仮 設 庁 舎 が 必 要 で 仮 設 の 建  
 設 や 引 越 し 解 体 を 行 っ て か ら 新 庁 舎 の 建 設 と な る  
 想 定 建 設 費 用 に は 仮 設 分 は 見 込 ん で い な い  

Q 2 : 民 地 の 買 収 価 格 は ど の 程 度 想 定 し て い る の か  
A 2 : 正 式 に は 不 動 産 鑑 定 に よ り 決 定 す る  

 例 え ば 、 現 在 、 田 一 反 1 6 0 万 程 度  
Q 3 : 交 通 利 便 性 の 高 い と こ ろ と あ る が 、 駅 周 辺 で あ れ ば 中 心 市  

  街 地 の 活 性 化 に な る 。 駅 前 開 発 な ど の 構 想 は あ る の か  

A 3 : 構 想 は な い 、 あ く ま で 分 散 庁 舎 の 解 消 や 老 朽 化 対 策  
 



【 意 見 要 望 】  
 ① 敷 地 に よ っ て は 、 高 層 階 で 対 応 と な る の か 、 今 後 、 レ イ ア ウ

ト が 出 来 た 際 に お 示 し 願 い た い  
 ② 食 堂 の Ｐ Ｒ を も っ と す べ き で 、 市 の 看 板 と な る 食 堂 と し て 提

供 す べ き  
 ③ バ リ ア フ リ ー な ど 多 岐 に わ た り 、 先 進 地 を 参 考 に 検 討 願 う  

④ 斬 新 な デ ザ イ ン で な く 使 い や す い 設 計 願 う  
⑤ 証 明 書 発 行 シ ス テ ム で 簡 単 に 入 手 で き る 対 応 と し て 設 置 願 う  

 ⑥ 市 民 文 化 会 館 駐 車 場 が 一 番 良 い と 考 え る 、 現 庁 舎 は 解 体 し 、

駐 車 場 と し 不 足 の 場 合 は 周 辺 を 整 理 す る な ど  
 
◎ 1 0 / 1 5 ( 月 ) 原 町 生 涯 学 習 セ ン タ ー  
【 質 疑 】  
 Q 1 : ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に つ い て 、 デ ザ イ ン に こ だ わ り 過 ぎ  

   て 効 率 的 で な い 施 設 が 多 く み ら れ る こ と か ら 内 容 は 何 か  

 相 馬 市 で は 、復 興 予 算 の 中 で 建 設 し て い る 。な ぜ 、も っ と 早  

 く 建 設 で き な か っ た の か 、 市 民 負 担 が 少 な く で き た の で は  

A 1 : ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン は 、誰 も が 利 用 し や す い 設 計 の こ と  
  で あ る 。合 併 に よ り 新 市 に お い て 当 面 耐 震 で 利 用 す る こ と  
  で 進 め 、い ず れ 庁 舎 建 設 は 改 め て 協 議 す る こ と で 、耐 震 補  
  強 を 行 っ た 。 平 成 2 7 年 度 に 庁 舎 建 設 基 金 を 設 置 し 建 設 の  
  検 討 を 始 め 、財 源 は 、合 併 特 例 債 が 活 用 す る こ と で 市 民 負  
  担 の 軽 減 を 図 る こ と と し て い る  

 Q 2 : ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て 、 今 後 、 基 本 計 画 が ま と ま っ た 時 点  

   で ま た 、 説 明 会 を 開 催 す る の か  
  A 2 : 基 本 計 画 （ 案 ） が 出 来 た 時 に 説 明 会 及 び パ ブ リ ッ ク コ メ  
    ン ト を 行 う  
 Q 3 : 免 震 構 造 の 考 え 方 は あ る か 、 災 害 時 の 司 令 塔 で あ る の で 是  

   非 免 震 で の 検 討 を 願 う  
  A 3 : 建 設 の 階 層 に よ っ て 、 免 震 か 耐 震 か 最 も 有 効 な 構 造 を 費  
    用 も 含 め 見 極 め て い き た い  
 
【 意 見 要 望 】  
 ① 今 ま で の 公 共 施 設 の デ ザ イ ン は 良 い が 、 使 い 勝 手 が 悪 い  

庁 舎 の デ ザ イ ン は ど う な る の か （ こ だ わ ら な い こ と ）  
職 員 ・ 市 民 の 利 用 し や す い 庁 舎 を 望 む  

② 災 害 に 強 い 庁 舎 建 設 を 望 む 、 自 家 発 電 は も ち ろ ん 、 災 害 時 の

水 の 確 保 を お 願 い し た い  
③ 文 書 庫 の 確 保 を 願 う  

 ④ 今 後 、 各 区 の 位 置 づ け を ど の 様 に し て い く か を 検 討 し な が ら

進 め て い た だ き た い  
⑤ 庁 舎 延 床 面 積 が 7 7 0 0 ㎡ か ら 1 2 0 0 0 ㎡ と 増 加 す る よ う だ が 、   
 本 当 に 必 要 で あ る の か 検 討 を 願 う  

  過 不 足 が 無 い よ う 必 要 な 面 積 で の 建 設 を 願 う 。  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新庁舎の「建設予定地」に関する検討資料 

（ 第７回市民検討委員会 検討資料 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年 10 月 30 日 

 
  

資料２ 



 

 

＜目次＞ 

 

１．庁舎建設に関する市民アンケート結果 .................................................................... 1 
（１）本庁舎の統合意向 ................................................................................................................... 1 
（２）庁舎の建設場所 ...................................................................................................................... 1 
（３）建設場所への要望 ................................................................................................................... 2 
（４）新庁舎において特に重視する点 ............................................................................................. 3 
（５）新庁舎において特に重視する利便性 ..................................................................................... 3 

２．候補地区の選定 ........................................................................................................ 4 
（１）敷地等の基本的条件 ............................................................................................................... 4 
（２）新庁舎の候補地区 ................................................................................................................... 5 

３．候補地区の評価 ........................................................................................................ 6 
（１）評価指標の設定 ...................................................................................................................... 6 
（２）候補地区の評価 ...................................................................................................................... 9 

４．総合評価 ................................................................................................................. 11 
（１）総合評価の考え方 ................................................................................................................. 11 
（２）事業性評価について ............................................................................................................. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

１．庁舎建設に関する市民アンケート結果 

新庁舎の建設場所に関連する市民アンケート結果は、以下のとおりとなります。 
 
（１）本庁舎の統合意向 

本庁舎の統合意向は、「統合して１つにするべき」が約 55％で最も多く、次いで「どちらでもよ

い」が約 21％、「分野ごとに建物が分散されてもよい」が約 16％となっています。 
半数以上が本庁舎を統合して１つにするべきと望んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）庁舎の建設場所 

庁舎の建設場所は、「財政負担とならない建設が可能な市有地を活用した場所」が約 50％で最も

多く、次いで「現在の本庁舎・近辺を含めた場所」が約 27％、「新たな別の場所」が約 15％となっ

ています。 
市有地に関する建設場所として、現位置又は財政負担とならない建設が可能な市有地の活用は約

77％となっています。 
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（３）建設場所への要望 

新たに庁舎を建て替える「建設場所」として望むことについて、１位、２位、３位の合計件数は、

「自動車等の利用がしやすい場所」が 1,840 件で最も多く、次いで「将来の変化に対応できる敷地

を確保できる場所」が 1,291 件、「公共交通の利用がしやすい場所」が 1,272 件となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「建設場所」として望むことについての優先度を得点化した結果を見ると、「自動車等の利用が

しやすい場所」が 6,456 点でも最も高く、次いで「公共交通の利用がしやすい場所」が 3,682 点、

「将来の変化に対応できる敷地を確保できる場所」が 3,299 点となっています。 
自動車や公共交通の利用しやすい交通利便性の高い場所が優先的に望まれています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※優先順位を１位＝５点、２位＝３点、３位＝１点と得点化した場合 

  

6,456 

3,682 

3,299 

2,861 

2,716 

2,264 

2,083 

195 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

自動車等の利用がしやすい場所

公共交通の利用がしやすい場所

将来の変化に対応できる敷地を確保できる場所

周辺に公共・公益施設がある場所

地理的に市の中心地に近い場所

現庁舎からあまり離れない場所

建替時に仮設庁舎を必要としない場所

その他

N=2852

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

周辺に公共・公益施設がある場所

地理的に市の中心地に近い場所

公共交通の利用がしやすい場所

自動車等の利用がしやすい場所

現庁舎からあまり離れない場所

建替時に仮設庁舎を必要としない場所

将来の変化に対応できる敷地を確保できる場所

その他

N=2852

１位 ２位 ３位
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（４）新庁舎において特に重視する点 

新庁舎において特に重視する点は、「災害時に市民の救援を確実に行える防災拠点であること」

が約 58％で最も多く、次いで「誰もが利用しやすい高い利便性を備えた庁舎であること」が約 54％、

「維持管理コストを抑制し、経済性に優れた庁舎であること」が約 37％となっています。 
新庁舎のあるべき姿として、災害時に市民の救援を確実に行える防災拠点であることが最も多く

望まれています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）新庁舎において特に重視する利便性 

新庁舎において特に重視する利便性は、「ゆとりある駐車場の確保」が約 47％で最も多く、次い

で「各窓口の手続きが一ヶ所で出来る総合窓口の設置」が約 37％、「分かりやすい案内表示」が約

35％となっています。 
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２．候補地区の選定 

 
（１）敷地等の基本的条件 

 
①新庁舎に配置予定の部署 

市民アンケート結果等を踏まえて、現在５庁舎に分散して配置している部署を原則、新庁舎に

配置します。また、市民にやさしい庁舎とするため、市民の移動が極力少なく、効率の良いわか

りやすい配置とします。 
主に、低層階には各種申請手続きなどの市民の利用が多い窓口や市民スペースの配置、上層階

には災害対策の拠点機能を有する災害対策本部室（庁議室併用）や、議会機能の議場、会議室及

び執務室の配置を検討します。 
上記の考えに基づき、新庁舎へ配置予定の部署は次のとおりとします。なお、今後設計を進め

る中で市民の利便性や職員の事務効率の向上を図るため変更になる場合があります。 
 

＜新庁舎の配置構成（案）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

上層階

●市長・副市長室・災害対策本部室（庁議室併用）・応接室
【総務部】
・秘書課・総務課・財政課・情報政策課
【復興企画部】
・企画課・危機管理課・環境回復推進課・新エネルギー推進課
【議会関連】
・議場・正副議長室・応接室・委員会室・事務局
【委員会】
・選挙管理委員会・監査委員事務局

中層階

【経済部】
・農政課・農林整備課・商工労政課
【建設部】
・土木課・都市計画課・建築住宅課・水道課・下水道課
【教育委員会】
・教育長室・教育総務課・学校教育課・幼児教育課・文化財課

低層階

【窓口関係】
・税務課・会計課・水道課（料金関係）
【市民生活部】
・市民課・生活環境課・文化スポーツ課
【健康福祉部】
・社会福祉課・長寿福祉課・男女共同こども課
・健康づくり課（一部係）
【利便性向上】
・観光交流課・農業委員会事務局・被災者支援定住推進課

・会議室
・相談室
・打合せスペース
・休憩室
・警備員室
・更衣室
・給湯室
・トイレ
・書庫・倉庫
・階段
・エレベーター
（ｴｽｶﾚｰﾀｰ等）
・機械室

　その他
　　 ・法務局サービスセンター・職員組合・記者クラブ・食堂・売店・ＡＴＭ
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②新庁舎の規模想定 

将来人口推計、将来職員数、総務省旧地方債算定基準より、基本計画時点における新庁舎規模

を次のとおり想定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③駐車場の規模想定 

現在の来庁者用駐車場は、混雑時には不足している状況であり、市民文化会館駐車場へ駐車す

るなど来庁者へ不便をきたしていることから、十分な駐車場の確保が出来るよう整備します。 
今後、人口減少を想定し現在の確保台数同様に基本的に来庁者用９０台・公用車用８０台・合

計１７０台分の整備を計画します。なお、駐車場について十分な台数の確保が困難な場合につい

ては、立体駐車場などの整備も検討していきます。 
また、職員用駐車場については、H37 年想定職員数約 430 人のうち、８割が自動車利用として

想定して、職員用駐車場３４０台分を確保することを計画します。 
さらに、公用車のうち電気自動車については充電が必要であることから、車庫に充電施設の整

備についての計画も必要となります。 
 

（２）新庁舎の候補地区 

敷地等の基本的条件である新庁舎の配置構成（案）、新庁舎及び駐車場の規模想定を踏まえて、

当該規模を確保できる土地を整理すると以下のとおりとなります。 
 

No. 地区名 全敷地面積 土地の所有 

1 現庁舎敷地 約 10,200 ㎡ 市有地 

2 市民文化会館駐車場 約 10,400 ㎡ 市有地 

3 高見町敷地(道の駅北側) 約 14,700 ㎡ 市有地 

4 萱浜ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ広場 約 45,400 ㎡ 市有地 

５ 牛越 － 民有地 

６ 長野 － 民有地 

７ 下北高平 － 民有地 

 
  

新庁舎の必要延床面積 約 12,000 ㎡ とする。 

●現在人口： 62,236 人（H29） 

●人口推計： 54,814 人（H37） 

（まち・ひと・しごと創生総合戦略より） 

●H29 職員数：485 人（派遣・任期付職員除く） 

●H37 職員数：427 人 

・基準面積：  11,284 ㎡ 
＋ 

・付加機能面積： 850 ㎡ 
   ＝ 12,134 ㎡ 
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３．候補地区の評価 

 
（１）評価指標の設定 

新庁舎の建設場所は、新庁舎のあり方において重要な要素となることから、現庁舎の現状・課

題に対応して設定した、新庁舎建設の基本理念に基づく場所とします。また、新庁舎建設場所の

基本的な考え方等を整理し、それらを受けた評価指標を設定して、候補地区の評価を行います。 
なお、評価指標については、新庁舎建設による都市経営上の負担を少なくするため、既存スト

ックの活用を前提とした指標として設定します。 
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【評価指標の設定の考え方】 

新庁舎建設場

所の基本的な

考え方 

（１）本市の中心的な位置であること （２）交通利便性の高い位置であること （３）コンパクトシティの形成に資すること （４）防災上の安全な位置であること 
地方自治法を踏まえて、新庁舎は市内全

域の市民が利用しやすく便利であるよう

に、市全体の人口分布状況を踏まえて、本

市の中心的な位置とします。 

市民アンケート結果において建設場所として望ま

れている項目のうち、優先度が高いことから、新庁舎

は自動車や公共交通の利用がしやすい交通利便性の

高い位置とします。 

国土利用計画や都市計画マスタープランで目指す

とおり、人口減少下では交通弱者を含めて市全体で公

共交通を中心とした、歩いて暮らせるコンパクトなま

ちづくりを進めることが重要であるため、新庁舎につ

いても都市機能が集積し、徒歩等によりアクセスしや

すい位置とします。 

市民アンケート結果等を踏まえ、新庁舎は、市民や

職員の安全・安心を確保することが重要であり、災害

対応の拠点施設となることから、地震に強い建物とす

るとともに、水害や土砂災害を受けにくい安全な位置

とします。 

評価指標 

の設定方針 

①人口重心との近接性 ②国県道等幹線道路との

近接性 

③公共交通との近接性 ④公共公益機能との近接

性 

⑤歩行者・自転車のアク

セス性 

⑥水害に対する安全性 ⑦土砂災害に対する安全

性 

●市全体の人口分布状況から中心的な

位置となるように、市内の全人口の居

住地からの距離のバランスが保てる

位置とする 

⇒市全体の人口分布のバランスが取れ

る地点に近接する場所を評価するた

め、人口重心※の圏域を指標として設

定 

●H27 年は震災後（小高区の人口集積な

し）の人口分布に基づく人口重心と

なっており、震災復興後の人口重心

は帰還人口の状況から、震災前の H22

年の人口重心との概ね中間と想定す

る 

⇒将来の人口重心を補完するため、H27

年・H22 年の両年の人口重心の圏域

 を指標として設定

●来庁者の９割以上が

交通手段として自動

車を利用しており、

市民ニーズを踏まえ

て、新庁舎への自動

車利用をしやすくす

る 

⇒自動車利用の利便性が

高い、国県道等幹線道

路の沿道サービス圏域

内の場所を評価するた

め指標を設定 

●今後の高齢化を見据

え、自動車に過度に依

存しないで、交通弱者

を含めて誰もが公共

交通を利用してアク

セスできるようにす

る 

⇒公共交通の既存ストッ

クを活用して、誰もが

新庁舎へアクセスでき

るように、鉄道駅やバ

ス停の徒歩圏内の場所

を評価するため指標を

設定 

●コンパクトシティの

形成を目指し、公共公

益機能を集積させて、

行政業務の連携・効率

化を図る 

●利用者の利便性向上

に向けて、公共公益機

能を近接させて、施設

間の往来をしやすく

する 

⇒新庁舎では、広域的に

利用される主な公共公

益施設と連携した業務

や利用がしやすくなる

ように、当該施設の徒

歩圏内の場所を評価す

るため指標を設定 

●将来において持続可

能な都市とするため、

公共交通と連携して

徒歩等により、新庁舎

等が利用できるコン

パクトなまちづくり

を推進する 

⇒公共交通や都市基盤の

既存ストックの活用を

背景として、徒歩や自

転車によりアクセスし

やすい場所を評価する

ため指標を設定 

●新庁舎は災害時に市

民の救援を行える防

災拠点として機能す

るとともに、当該機能

に対する市民ニーズ

も高いことから、新庁

舎自体の安全性を確

保する 

⇒防災上の安全な位置で

ある洪水の浸水想定区

域外の場所を評価する

ため指標を設定 

●新庁舎は災害時に市

民の救援を行える防

災拠点として機能す

るとともに、当該機能

に対する市民ニーズ

も高いことから、新庁

舎自体の安全性を確

保する 

⇒防災上の安全な位置で

ある土砂災害警戒区域

外の場所を評価するた

め指標を設定 

評価指標 

・基準 

本市の人口重心による圏域に含まれるこ

と 
国県道等幹線道路の沿道

サービス圏域に含まれる

こと 

鉄道駅やバス停からの徒

歩圏域に含まれること 
広域的に利用される主な

公共公益施設からの徒歩

圏域に含まれること 

周辺道路が歩行者や自転

車が安全に通行できるよ

うになっていること 

想定される水害の区域に

含まれないこと 
想定される土砂災害の区

域に含まれないこと 

 H27年又はH22年国勢調査の人口重心

から 1.2km 圏内 

 国県道等幹線道路沿

道の 250m 圏内 

 鉄道駅からの徒歩圏

800m 圏内 

 バス停からの徒歩圏

300m 圏内 

 広域的に利用される

主な公共公益施設か

らの徒歩圏800m圏内 

 道路両側における歩

道設置等の道路基盤

整備の有無 

 洪水の浸水想定区域

外 

 土砂災害警戒区域外 

基準の根拠等 ・本市において、駅前を中心に指定されて

いる商業系用途地域の面積割合が、都市

計画区域全域に対して概ね 1%程度で

あることから、これに準じて市全体の中

心性の範囲を全区域の 1%と設定する。 

・本市の行政区域全体の面積が約 400 ㎢

であることから、全体面積の 1％の 4

㎢を中心円の大きさとして、その中心円

の半径の概ねの距離となる 1.2kmを当

該指標の圏域として設定 

・国審議会資料による幹

線道路網（補助幹線道

路）の配置の考え方を

踏まえ、当該道路の沿

道サービス圏域である

沿道250m圏内を設定 

・都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26 年

8 月国土交通省都市局都市計画課）に基づき、一般

的な徒歩圏を半径 800m 圏内、バス停は誘致距離

を考慮して徒歩圏を半径 300m 圏内に設定 

・敷地に接続するアクセ

ス道路の両側における

歩道の設置有無 

・浸水想定区域及び土砂災害警戒区域は、国土数値情

報（国土交通省国土政策局国土情報課）及び市洪水

ハザードマップを参照 

※人口重心とは、人口の 1 人 1 人が同じ重さを持つと仮定して、その地域内の人口が全体として平衡を保つことのできる点のこと 
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１．新庁舎建設の基本理念 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．基本的条件 

 
（１）地方自治法 

●住民の利用に最も便利であるよう

に、交通の事情、他の官公署との関

係等について適当な考慮を払わな

ければならない 
 

（２）上位計画 

●コンパクトシティの考えのもと郊

外への無秩序な市街地拡大と拡散

の抑制（国土利用計画） 
●医療・福祉・商業等の様々な都市機

能を集約し、公共交通と連携して歩

いて利用できるコンパクトなまち

づくりの推進（都市計画マスタープ

ラン） 
 

（３）庁舎建設に関する市民アンケート結果 

●新たに庁舎を建て替える場合の建

設場所として、現位置又は財政負担

とならない建設が可能な市有地の

活用が４分の３以上に望まれてい

る 

 
●新たに庁舎を建て替える「建設場

所」として、自動車や公共交通の利

用しやすい交通利便性の高い場所

が優先的に望まれている 
 
●新庁舎のあるべき姿として特に重

視することとして、災害時に市民の

救援を確実に行える防災拠点であ

ることが最も多く望まれている 

３．基本的な考え方 

 
（１）本市の中心的な位置であること 

●新庁舎は市内全域の市民が利用しやす

く便利であるように、市全体の人口分

布状況を踏まえて、本市の中心的な位

置 
 
 
（２）交通利便性の高い位置であること 

●市民アンケート結果において優先度が

高いことから、新庁舎は自動車や公共

交通の利用がしやすい交通利便性の高

い位置 
 
 
（３）コンパクトシティの形成に資すること 

●人口減少下では交通弱者を含めて市全

体で公共交通を中心とした、歩いて暮

らせるコンパクトなまちづくりを進め

ることが重要であるため、新庁舎につ

いても都市機能が集積し、徒歩等によ

りアクセスしやすい位置 
 
 
（４）防災上の安全な位置であること 

●市民アンケート結果等を踏まえ、新庁

舎は、市民や職員の安全・安心を確保

することが重要であり、災害対応の拠

点施設となることから、地震に強い建

物とするとともに、水害や土砂災害を

受けにくい安全な位置 
 
 

４．評価指標 

 
人口重心との近接性 

本市の人口重心による圏域に含まれる

こと 

 H27 年又は H22 年国勢調査の人口重心

から 1.2km 圏内 
 
国県道等幹線道路との近接性 

国道及び県道の沿道サービス圏域に含

まれること 

 国県道等幹線道路沿道の 250m 圏内 
公共交通との近接性 

鉄道駅やバス停からの徒歩圏域に含ま

れること 

 鉄道駅からの徒歩圏 800m 圏内 

 バス停からの徒歩圏 300m 圏内 

 
公共公益機能との近接性 

広域的に利用される主な公共公益施設

からの徒歩圏域に含まれること 

 主な公共公益施設からの徒歩圏 800m

圏内 
歩行者・自転車のアクセス性 

周辺道路が歩行者や自転車が安全に通

行できるようになっていること 

 道路両側における歩道設置等の道路

基盤整備の有無 
 
水害に対する安全性 

想定される水害の区域に含まれないこ

と 

 洪水の浸水想定区域外 
土砂災害に対する安全性 

想定される土砂災害の区域に含まれな

いこと 

 土砂災害警戒区域外 

 

１ 市民が利用しやすい

庁舎 

２ 行政事務の機能性・

効率性の良い庁舎 

３ 災害対応の拠点施設

となる安全な庁舎 

４ 環境にやさしく経済

性を考慮した庁舎 
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（２）候補地区の評価 

No. 地区名 

基本情報 評価指標※ 

敷地面積 

土地 

の 

所有 

用途地域 

（容積率・建ぺい率） 

１ 中心性 ２ 交通利便性 ３ 都市のコンパクト性 ４ 防災安全性 

合計数 ①人口重心との近接性 ②国県道等幹線 

道路との近接性 

③公共交通との

近接性 

④公共公益機能と

の近接性 

⑤歩行者・自転車の

アクセス性 

⑥水害に対す

る安全性 

⑦土砂災害に対

する安全性 

H27 年又は H22 年国勢調

査の人口重心から 1.2km

圏内 

国県道等幹線道路 

沿道の 250m 圏内 

鉄道駅からの徒歩

圏 800m 圏内 

バス停からの徒歩

圏 300m 圏内 

広域的に利用される

主な公共公益施設か

らの徒歩圏 800m 圏

内 

道路両側における歩道

設置等の道路基盤整備

の有無 

洪水の浸水想定区

域外 

土砂災害警戒区域

外 
◎ ○ △ 

1 現庁舎敷地 ・約 6,600 ㎡ 

（全体：約 10,200 ㎡） 

市有地 ・準工業地域（200%・60%） 
・第一種住居地域［北庁舎］

（200%・60%）建物制限
有 

※新庁舎は準工業地域に立地
想定 

・中心市街地に隣接し、
H27 年人口重心よ
り南に 970ｍ 

・県道１２号線が隣接 
・路線バスのルートが複数あり、充実

している 
・ＪＲ原ノ町駅から 1.5 ㎞ 
・南相馬ＩＣから 3.9 ㎞ 

・商業・業務機能等の集積度が高い中心市街
地に隣接し、主な公共公益施設（保健セン
ター、文化会館等）の徒歩圏内 

・敷地の西側・南側で接続する県道 12 号線
の両側において、歩道整備済 

・水害や土砂災害を受けにくい防災
上安全な位置である 

7 0 0 

H27 年人口重心の
圏域内 ◎ 

県道の沿道
サービス圏
域内 

◎ 
バ ス 停 の
徒 歩 圏 域
内 

◎ 
主な公共公益
施設の徒歩圏
域内 

◎ 
アクセス道
路両側の歩
道設置済 

◎ 
洪 水 の 浸
水 想 定 区
域外 

◎ 
土砂災害
警戒区域
外 

◎ 

2 市民文化会館 

駐車場 

・約 10,400 ㎡ 市有地 ・ 準 工 業 地 域 ［ 道 路 沿 い ］
（200%・60%） 

・第一種中高層住居専用地域
［奥側駐車場］（200%・
60%）建物制限有 

※新庁舎は準工業地域に立地
想定 

・中心市街地に隣接し、
H27 年人口重心より
南に 1,100ｍ 

・県道１２号線が近接 
・路線バスのルートが複数あり、充実

している 
・ＪＲ原ノ町駅から 1.5 ㎞ 
・南相馬ＩＣから 3.9 ㎞ 

・商業・業務機能等の集積度が高い中心市街
地に隣接し、主な公共公益施設（保健セン
ター、文化会館等）の徒歩圏内 

・敷地の東側・北側で接続する市道の両側に
おいて、歩道整備済 

・水害や土砂災害を受けにくい防災
上安全な位置である 

7 0 0 

H27 年人口重心の
圏域内 ◎ 

県道の沿道
サービス圏
域内 

◎ 
バス停の
徒歩圏域
内 

◎ 
主な公共公益
施設の徒歩圏
域内 

◎ 
アクセス道
路両側の歩
道設置済 

◎ 
洪水の浸
水想定区
域外 

◎ 
土砂災害
警戒区域
外 

◎ 

3 高見町敷地 

(道の駅北側) 

・約 14,700 ㎡ 市有地 ・準工業地域（200%・60%） ・市街地から東側で、
H27 年人口重心よ
り 2,600ｍ 

・国道６号線が隣接 
・路線バスのルートは１ルートのみ 
・ＪＲ原ノ町駅から 1.3 ㎞ 
・南相馬ＩＣから 6.6 ㎞ 

・主な公共公益施設（総合病院、消防署及び
警察署）の徒歩圏内だが、商業・業務機能
等の集積度が高い中心市街地から遠い 

・敷地の東側で接続する国道 6 号線、及び南
側で接続する市道の両側において、歩道整
備済 

・水害や土砂災害を受けにくい防災
上安全な位置である 

6 0 1 

H22 年又は H27 年
人口重心の圏域
外 

△ 
国道の沿道
サービス圏
域内 

◎ 
バス停の徒
歩圏域内 ◎ 

主な公共公益
施設の徒歩圏
域内 

◎ 
アクセス道路
両側の歩道設
置済 

◎ 
洪水の浸水
想定区域外 ◎ 

土砂災害
警戒区域
外 

◎ 

4 萱浜ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ

広場 

・約 22,000 ㎡ 

（全体：約 45,400 ㎡） 

市有地 ・無指定（200%・60%） ・市街地から東側で、
H27 年人口重心よ
り 3,800ｍ 

・路線バスが運行していない 
・ＪＲ原ノ町駅から 2.5 ㎞ 
・南相馬ＩＣから 7.7 ㎞ 

・主な公共公益施設（総合病院、消防署及び
警察署）の徒歩圏外であり、商業・業務機
能等の集積度が高い中心市街地から遠い 

・敷地の南側で接続する市道の片側のみが歩
道整備済 

・水害や土砂災害を受けにくい防災
上安全な位置である 

2 2 3 

H22 年又は H27 年
人口重心の圏域
外 

△ 
一部が県道
の沿道サー
ビス圏域内 

○ 
一部がバス
停の徒歩圏
域内 

○ 
主な公共公益
施設の徒歩圏
域外 

△ 
アクセス道
路両側の歩
道未設置 

△ 
洪 水 の 浸
水 想 定 区
域外 

◎ 
土砂災害
警戒区域
外 

◎ 

５ 牛越 

－ 

民有地 ・無指定（200%・60%） ・市街地から西側で、
H27 年人口重心よ
り 2,000ｍ 

・路線バスのルートは１ルートのみ 
・ＪＲ原ノ町駅から 2.6 ㎞ 
・南相馬ＩＣから 2.9 ㎞ 

・主な公共公益施設（保健センター、文化会
館等）の徒歩圏外 

・敷地と接続する市道の片側のみが歩道整備
済 

・水害や土砂災害を受けにくい防災
上安全な位置である 

3 1 3 
H22 年又は H27 年
人口重心の圏域
外 

△ 
一部が県道
の沿道サー
ビス圏域内 

○ 
バス停の
徒歩圏域
内 

◎ 
主な公共公益
施設の徒歩圏
域外 

△ 
アクセス道
路両側の歩
道未設置 

△ 
洪 水 の 浸
水 想 定 区
域外 

◎ 
土砂災害
警戒区域
外 

◎ 

６ 長野 

－ 

民有地 ・無指定（200%・60%） ・市街地から西側で、
H27 年人口重心よ
り 1,000ｍ 

・県道１２号線が隣接 
・路線バスが運行していない 
・ＪＲ原ノ町駅から 2.5 ㎞ 
・南相馬ＩＣから 2.6 ㎞ 

・一部が主な公共公益施設（保健センター）
の徒歩圏内 

・敷地と接続する県道 12 号線の片側のみが
歩道整備済 

・洪水の浸水想定区域を含んでおり、
水害による被害が想定される 

3 1 3 
H27 年人口重心の
圏域内 ◎ 

県道の沿道
サービス圏
域内 

◎ 
バス停の
徒歩圏域
外 

△ 
一部が主な公
共公益施設の
徒歩圏域内 

○ 
アクセス道
路両側の歩
道未設置 

△ 
洪 水 の 浸
水 想 定 区
域を含む 

△ 
土砂災害
警戒区域
外 

◎ 

７ 下北高平 

－ 

民有地 ・無指定（200%・60%） ・市街地から北側で、
H27 年人口重心よ
り 2,300ｍ 

・国道が隣接 
・路線バスのルートは１ルートのみ 
・ＪＲ原ノ町駅から 2.1 ㎞ 
・南相馬ＩＣから 5.7 ㎞ 

・主な公共公益施設（総合病院、消防署及び
警察署）の徒歩圏外 

・敷地と接続する国道 6 号線の片側のみが歩
道整備済 

・洪水の浸水想定区域を含んでおり、
水害による被害が想定される 

2 1 4 
H22 年又は H27 年
人口重心の圏域
外 

△ 
国道の沿道
サービス圏
域内 

◎ 
一部がバス
停の徒歩圏
域内 

○ 
主な公共公益
施設の徒歩圏
域外 

△ 
アクセス道
路両側の歩
道未設置 

△ 
洪 水 の 浸
水 想 定 区
域を含む 

△ 
土砂災害
警戒区域
外 

◎ 

※ 評価指標に対する評価は◎が「特に評価できる」、○が「評価できる」、△が「評価できるとは認められない」 
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※新庁舎候補地区のうち民有地を除く 
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４．総合評価 

 
（１）総合評価の考え方 

新庁舎建設場所の基本的な考え方に基づく評価指標による評価により、候補地区を２～３地区

に選定し、今後総合評価として以下の視点等による事業性評価を行います。 
 
 

（２）事業性評価について 

①経済性 

事業の経済性として、市の支出を極力抑えることが求められます。そのため、新庁舎の建設に

当たって必要となる財政負担による評価を行います。 

＜評価項目例＞ 

・建設に係る概算事業費 
・建設に関し付随する工事 
・新庁舎建設に必要となる移転作業回数 など 

 
②実現性 

合併特例債を活用することから計画期間内に着実に整備を行えることが重要であり、建設地の

条件として不確定要素も想定し速やかに工事に着手できるか評価を行います。 

＜評価項目例＞ 

・工事着手までの整備条件（仮設庁舎建設等） 
・新庁舎建設に関する不確定要素（代替地の確保等） 
・用地取得の必要性・容易性 など 

 
③適合性 

市民が利用しやすく、効率的な庁舎が整備できる場所で法令上の制約がないことや、更に周辺

地域に与える影響が少ないことが望ましいことから、その条件について評価を行います。 

＜評価項目例＞ 

・建設上の法令制限 
・建設周辺地域への影響 
・敷地の条件、駐車場の確保状況（市民アンケート結果より） など 


